
第48回放送システム委員会での指摘 
事項に対する作業班報告書修正案 

資料４９－２ 



１ 概要資料では「MFN」といった特徴を分かり易く言い表した部分があるが、本文には
無い。本文にも「MFN」を入れてはどうか 

対象：本文及び概要資料 

本文に「MFN」の記述の追加を検討したが、「SFN」や「MFN」は自局放送ネットワーク内

での周波数の利用形態を指すものであり、ギャップフィラーの様に上位局との周波数
の利用方法の違いを「MFN」と拡大解釈するには問題がある。また、ギャップフィラー内
での「MFN」は、現在２０Wの空中線電力で運用しているコミュニティ放送においても利
用が無いことを踏まえると、ギャップフィラーに関し本文に「MFN」を記載しないことが適
切と思われる。 
したがって、概要資料P3の機能要件の部分を以下の様に修正することとした。 

主要項目 
技術的要件 

基本モデル ケーブルテレビを活用した基本モデル 

周波数 

・地理的に連続して聴取可能とするため、原則、放送局の
周波数と同一周波数による再放送とすることとする 

・多メディアを周波数変換して再放送することを考慮した場
合、ギャップフィラー内で最小となる周波数間隔の条件を
明確にする 

・上位局となる県域FM局とギャップフィラーとの周波数が異
なる場合、既存ＦＭ放送局との離隔周波数を定める 

左の要件の他、以下の事項 
・ケーブルテレビ網（ダークファイバー）を活用する場合は、
極小の放送区域が連続するため、周波数を各送信点で
変えてしまうとチューニングに支障を来す可能性があり、
原則、各送信点間の高周波信号を同期させる 
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２－１ ギャップフィラーの運用イメージで直列して使用する絵があるが、もっと、具体的
に設置イメージを描くべき。 

対象：本文及び概要資料 

本文P6参照 （１）ギャップフィラーのシステムモデル 

既存ＦＭラジオ放送局とギャップフィラーの周波数は難聴地域（放送区

域を確保するために必要な所要電界強度を満たさない地域）において聴取

者の利便性の確保の観点から、原則として同一周波数による再放送を行う

こととし、既存ＦＭラジオ放送局の放送区域とは３６ｄＢ以上の混信保護

比を確保するものとする。 

また、狭小の難聴地域が連続し各送信点からの放送波が重複する場合は、

各送信点の送信周波数を制御しなければ混信を生じるが、ＣＡＴＶ網（ダ

ークファイバー）※では、放送波の搬送波等を精密に制御することが容易

であるため、同期放送による放送も可能とする。 

 

※ ギャップフィラーの受信機と送信機を接続する連絡線として専用に使用するもの。 

 

 
図 ５ 既存ＦＭラジオ放送局、ギャップフィラー同士の放送区域の 

重なりがない場合（双方に関わる条件はない） 

 

 
図 ６ ＣＡＴＶ網（ダークファイバー）を使用し 

ギャップフィラー同士の放送区域の重なりがある場合 

（双方に関わる条件がある） 
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２－２ ギャップフィラーの運用イメージで直列して使用する絵があるが、もっと、具体的
に設置イメージを描くべき。 

対象：本文及び概要資料 

概要資料P5参照 
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３ 主観評価の定義を本文で明確にしてはどうか。 
対象：本文及び概要資料 

【本文P9参照】 
ア 同期放送を行う場合であっても、放送区域は既存ＦＭラジオ放送局と同様に場所率５
０％以上、時間率５０％以上を確保するものとする。また、主観評価は、ＩＴＵ－Ｔ Ｒｅｃ Ｐ．
８００「Methods for subjective determination of transmission quality」の基準３以上を確保
するものとする。 
（以下略） 
 
 
【概要資料P2参照】 

１ 放送区域内の受信状況は、昭和３６年度 電波技術審議会 答申 「第４編 新技術
の開発によって実施にうつされる放送の実用化に必要な技術基準」に基づき、「場所率５
０％以上、時間率５０％以上」とし検討する。 
 
２ 受信品質は、ＩＴＵ－Ｔ Ｒｅｃ Ｐ．８００「Methods for subjective determination of 
transmission quality」に基づきラジオ受信機において主観評価３以上のものを正受信とし

検討する。 

１ 全般的な前提条件 
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４－１ 同期条件の遅延時間０μ秒でＤ／Ｕ＝０ｄＢは、条件を規定しないことと同意。
記載方法を適切にすべき 

対象：本文及び概要資料 

本文P9参照 

表 1 同期放送の技術的条件 

  

放送区域の重なり※１ ギャップフィラー局間の同期放送の条件 

既存ＦＭラジオ 

放送局 

ギャップフィラー

局 

送信点間の 

周波数偏差 
許容される遅延時間 Ｄ／Ｕ 

ＣＡＴＶ網（ダークファイバー）

を利用した複数の送信点があるギ

ャップフィラー 

無し 有り 同期※２ 

５μ 秒未満 規定せず 

５μ 秒以上～１０μ 秒未満 ６ｄＢ以上 

１０μ 秒以上～２０μ 秒未満 ９ｄＢ以上 

上記以外のギャップフィラー 無し 無し － － － 

※１ 既存ＦＭラジオ放送局又は他のギャップフィラーとの混信保護比は３６ｄＢ以上必要 

※２ 送信点相互の周波数偏差の目標は０Ｈｚとし、搬送波の周波数安定度についても同一とすること。 

【参考】 

コミュニティ放送 － 
送信点同士の 

重なり有り 
２Ｈｚ以下 ２０μ 秒以下 １４ｄＢ以上 
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４－２ 同期条件の遅延時間０μ秒でＤ／Ｕ＝０ｄＢは、条件を規定しないことと同意。
記載方法を適切にすべき 

対象：本文及び概要資料 

概要資料P7参照 
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５ グラフ中の凡例を昇順か降順に統一すべき 
対象：本文及び概要資料 
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修正部分 

本文P19参照 
参考資料P15参照 
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６－１ 不要電波の漏えいレベルやスペクトルマスクについての記載を分かり易く適切
にすること 

対象：本文及び概要資料 

本文の修正概要（別添作業班報告書P22-P25参照） 
 
１ 既存ＦＭ放送が行っている放送波中継の混信保護基準よりも基準を緩和する方針
を説明。 

２ 再放送電波と隣接する電波の許容値は、スプリアス発射や不要発射の基準レベル
以下とすると、空中線電力毎に再放送電波と隣接する電波のレベル差が必要であ
ることを説明。 

３ ギャップフィラーが受信して送信に至るまでに受信フィルター等による減衰があるこ
とを説明。 

４ 上記２及び３を考慮し、受信点におけるギャップフィラーの混信保護条件を以下の
とおりとした。 

周波数差 混信保護条件 

100ｋHｚ超、200ｋHｚ未満 10ｌog（P／250）＋34           ［dB］ 

200ｋHｚ以上、300ｋHｚ未満 10ｌog（P／250）-0.3×｜Δｆ｜＋84  ［dB］ 

300ｋHｚ以上、400ｋHｚ未満 10ｌog（P／250）－6            ［dB］ 

P ：ギャップフィラーの空中線電力〔mW〕 
Δｆ：周波数差〔kHz〕 9 



概要資料P17参照 

６－２ 不要電波の漏えいレベルやスペクトルマスクについての記載を分かり易く適切
にすること 

対象：本文及び概要資料 
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７ 周波数安定度の記載を適切にすること 
対象：概要資料 

技術的条件の項目 技術的条件 備考 

周波数 ７６ＭＨｚ～９５ＭＨｚ 
ＦＭ放送が行われる周波
数帯域 

周波数安定度 

搬送波に対し２０ｐｐｍ 非同期放送（ＧＦを含む） 

送信点相互の周波数偏差の目標は０Ｈｚとし、 
搬送波の周波数安定度についても同一とすること 

同期放送（ＣＡＴＶ活用Ｇ
Ｆ） 

占有周波数帯幅 ２００ｋＨｚ 

空中線電力 ２５０ｍＷ以下 

空中線電力の許容値 ±５０％ 

スペクトルマスク 別図のとおり 

スプリアス発射及び不要
発射の強度の許容値 

帯域外領域におけるスプリア
ス発射の強度の許容値 

スプリアス領域における不
要発射の強度の許容値 

空中線電力１Ｗ以下 

１００μＷ以下 ２５μＷ以下 

副次的に発する電波等の
強度 

４ｎＷ以下 

赤字のとおり修正しました。 
なお、コミュニティ放送等の周波数安定度については、今回の審議と関係ないことから削除しました。 

概要資料P20参照 
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８ 概要資料の参考資料に場所率に関する追加実験のデータがあるが、Ｄ／Ｕ≒０、
遅延時間０μ秒の地点は、空間での電波実験だとすると受信アンテナなど物理的な
大きさもあり非常に困難な測定になるが、補足を記載すべき。 

対象：概要資料 

概要資料P24参照 
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９－１ ギャップフィラー作業班に報告書修正案に関するメール審議を行ったところ、「Ａ
Ｍ放送の電波を受信し、ＦＭに変換して再放送できる旨、口頭で説明されたが、報告
書本文及び概要資料に記載が無い」との指摘があり、修正を行った 

対象：本文及び概要資料 

本文の修正（作業班報告書P5参照） 
 
４．３ ギャップフィラーに求める機能 

ギャップフィラーは複数のラジオ放送を一つの送信機から再放送可能なものとする。
また、再放送を行える数は東京のＦＭラジオ放送局（ＮＨＫ－ＦＭ、ＦＭ東京、Ｊ－Ｗａｖ
ｅ、インターＦＭ、放送大学、ＴＢＳラジオ、文化放送、ニッポン放送）の８社の他、コミュ
ニティ放送１社を想定し、図４に示すように最大９波の電波を発射できるものとする。
ただし、ＡＭ局をＦＭに変換する場合は既存のＦＭラジオ受信機で聴取可能とするた
め、現行規定の変調に関する技術基準を適用すること。 
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９－２ ギャップフィラー作業班に報告書修正案に関するメール審議を行ったところ、「Ａ
Ｍ放送の電波を受信し、ＦＭに変換して再放送できる旨、口頭で説明されたが、報告
書本文及び概要資料に記載が無い」との指摘があり、修正を行った 

対象：本文及び概要資料 

概要資料の修正（P3参照） 
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